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(57)【要約】
【課題】所望の歩行者保護性能が安定的に確保され得る
車両用歩行者保護装置と、それの車両への取付構造とを
提供する。
【解決手段】プレート部１０に対して、車両の高さ方向
に延び出して、且つ車幅方向に広がる縦壁部３８を、プ
レート部１０の後側部分１２に位置するように一体形成
する一方、縦壁部３８に対して、その上側部位から車両
の後方に延び出して、且つ車幅方向に広がる横壁部４２
を一体形成して、歩行者保護装置を構成した。そして、
かかる歩行者保護装置を、縦壁部３８と横壁部４２とが
、プレート部１０が取り付けられる車両の被取付部位に
設けられた板状突部５４に当接可能な位置に配設した。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の前部の下部部位に、車両の前後方向に延びるように配置されて、後側部分におい
て車両に取り付けられると共に、前側部分に補強部が設けられたプレート部を有し、該プ
レート部の前端部において、車両の前面に衝突した歩行者の脚部に接触することにより、
該脚部を保護し得るように構成した車両用歩行者保護装置であって、
　車両の高さ方向に延び出して、且つ車幅方向に広がる縦壁部が、前記プレート部に対し
て、前記後側部分に位置するように一体形成されていると共に、該縦壁部の上側部位から
車両の後方に延び出して、且つ車幅方向に広がる横壁部が、該縦壁部に一体形成されてい
ることを特徴とする車両用歩行者保護装置。
【請求項２】
　前記縦壁部の前面と前記横壁部の上面とに対して、補強リブが、それぞれ一体形成され
ている請求項１に記載の車両用歩行者保護装置。
【請求項３】
　前記縦壁部が、前記プレート部の前後方向と直角な幅方向の両側の端部において、それ
ぞれの前記後側部分に位置するように設けられている請求項１又は請求項２に記載の車両
用歩行者保護装置。
【請求項４】
車両の前部の下部部位に、車両の前後方向に延びるように配置されて、後側部分において
車両に取り付けられると共に、前側部分に補強部が設けられたプレート部を有し、該プレ
ート部の前端部において、車両の前面に衝突した歩行者の脚部に接触することにより、該
脚部を保護し得るように構成した車両用歩行者保護装置を車両に取り付けるための構造で
あって、
　請求項１乃至請求項３のうちの何れか１項に記載の車両用歩行者保護装置を用い、該車
両用歩行者保護装置が取り付けられるべき車両の被取付部位に、上方に向かって突出し且
つ車幅方向に広がる板状形態を有して設けられた剛性の板状突部に対して、該車両用歩行
者保護装置の前記縦壁部の後面と前記横壁部の下面とが、該車両用歩行者保護装置の前記
プレート部の前端部に対する前記歩行者の脚部の接触によって当接することにより、車両
の後方と下方への該プレート部の変位が規制される位置に、該車両用歩行者保護装置を配
置して、車両に取り付けることを特徴とする車両用歩行者保護装置の取付構造。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用歩行者保護装置及びその取付構造に係り、特に、車両前部の下部部位
に設置されて、車両前面に衝突乃至は接触した歩行者の脚部に接触せしめられることによ
り、歩行者の脚部に反力を及ぼして、かかる脚部を保護する車両用歩行者保護装置とその
ような車両用歩行者保護装置の車両への有利な取付構造とに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、自動車等の車両においては、衝突時に生ずる衝撃エネルギーを吸収し、車体
や乗員を保護することを主な目的として、車両の前面や後面、或いは側面等に、各種の保
護装置が設置されている。また、近年では、車両の前面に歩行者が衝突（接触）した際に
歩行者を保護する装置も、車両前面に設置されるようになってきている。
【０００３】
　そして、かかる歩行者保護装置の一種として、フロントバンパの内側や、フロントバン
パとは独立して、その下部に設置されて、歩行者が車両前面に衝突したときに入力される
衝撃荷重に対する反力を歩行者の脚部に作用せしめることで、歩行者をボンネット等の衝
撃吸収可能な部材にて受け止めさせることにより、歩行者の保護及び安全を図るようにし
た装置が、知られている。
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【０００４】
　また、そのような歩行者保護装置に関して、従来から各種の構造が提案されている。例
えば、車両の前部の下部部位に、車両の前後方向に延びるように配置されて、後側部分に
おいて車両に取り付けられると共に、前側部分に、車両前後方向に延びる補強リブや断面
コ字状の補強ビード等からなる補強部が一体形成されたプレート部を有し、このプレート
部の前端部において、車両の前面に衝突した歩行者の脚部に接触することにより、歩行者
の脚部に反力を及ぼして、歩行者の脚部を保護し得るように構成した車両用歩行者保護装
置が、提案されている（例えば、下記特許文献１及び２参照）。
【０００５】
　かくの如き構造を有する歩行者保護装置にあっては、例えば、プレート部とそれに設け
られる補強部とを合成樹脂材料にて一体成形すれば、十分な軽量性と優れた成形性が確保
され得る。また、プレート部の前側部分の剛性が、そこに形成された補強部によって十分
に確保され得る。以て、所望の歩行者保護性能が、コンパクトな構造にて有利に発揮され
得るのである。
【０００６】
　ところが、そのような従来の車両用歩行者保護装置について、本発明者等が様々な角度
から検討を加えたところ、かかる従来装置は、以下の如き改良点を有していることが、判
明した。
【０００７】
　すなわち、従来の歩行者保護装置では、車両の前部の下部部位に位置する、例えばラジ
エータサポートやフロントクロス等に対して、プレート部の後端部のみにおいて取り付け
られている。このため、歩行者の車両前面への衝突時に生ずる衝撃荷重の入力方向や入力
角度等によっては、プレート部の前側部分を上方に持ち上げるような作用力が発生して、
プレート部に対して、車両への取付部等を回転中心とした回転モーメントが加わり、それ
によって、補強リブや補強ビード等にて補強された前側部分よりも強度の低い後側部分に
おいて屈曲してしまう恐れがあった。そして、そうなったときには、歩行者の車両前面へ
の衝突時に生ずる衝撃荷重に対する反力を、歩行者の脚部に対して十分に作用せしめるこ
とが困難となり、その結果、歩行者の保護性能の低下が惹起される危惧さえもあったので
ある。また、このようなプレート部の屈曲変形は、車両に対する取付部の少ない、プレー
ト部の車幅方向両端部側で発生し易く、また、前端部が後端部よりも上方に位置するよう
な形状をプレート部が有しているときにも生じ易いのである。
【０００８】
【特許文献１】特開２００７－１７６３３８号公報
【特許文献２】特開２００７－３３１５１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ここにおいて、本発明は、上述せる如き事情を背景にして為されたものであって、その
解決課題とするところは、衝撃荷重の入力時におけるプレート部の屈曲変形が有利に防止
されて、所望の歩行者保護性能が、確実に発揮され得るように改良された車両用歩行者保
護装置の構造を提供することにある。また、本発明にあっては、そのような車両用歩行者
保護装置を車両に対して有利に取り付け得る車両用歩行者保護装置の取付構造を提供する
ことをも、その解決課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　そして、本発明にあっては、上記した課題、又は本明細書全体の記載や図面から把握さ
れる課題を解決するために、以下に列挙せる如き各種の態様において、好適に実施され得
るものであるが、また、以下に記載の各態様は、任意の組み合わせにおいても、採用可能
である。なお、本発明の態様乃至は技術的特徴は、以下に記載のものに何等限定されるこ
となく、明細書全体の記載並びに図面に開示の発明思想に基づいて、認識され得るもので
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あることが、理解されるべきである。
【００１１】
（１）　車両の前部の下部部位に、車両の前後方向に延びるように配置されて、後側部分
において車両に取り付けられると共に、前側部分に補強部が設けられたプレート部を有し
、該プレート部の前端部において、車両の前面に衝突した歩行者の脚部に接触することに
より、該脚部を保護し得るように構成した車両用歩行者保護装置であって、車両の高さ方
向に延び出して、且つ車幅方向に広がる縦壁部が、前記プレート部に対して、前記後側部
分に位置するように一体形成されていると共に、該縦壁部の上側部位から車両の後方に延
び出して、且つ車幅方向に広がる横壁部が、該縦壁部に一体形成されていることを特徴と
する車両用歩行者保護装置。
【００１２】
（２）　前記縦壁部の前面と前記横壁部の上面とに対して、補強リブが、それぞれ一体形
成されている上記態様（１）に記載の車両用歩行者保護装置。
【００１３】
（３）　前記縦壁部が、前記プレート部の前後方向と直角な幅方向の両側の端部において
、それぞれの前記後側部分に位置するように設けられている上記態様（１）又は（２）に
記載の車両用歩行者保護装置。
【００１４】
（４）　車両の前部の下部部位に、車両の前後方向に延びるように配置されて、後側部分
において車両に取り付けられると共に、前側部分に補強部が設けられたプレート部を有し
、該プレート部の前端部において、車両の前面に衝突した歩行者の脚部に接触することに
より、該脚部を保護し得るように構成した車両用歩行者保護装置を車両に取り付けるため
の構造であって、上記態様（１）乃至（３）のうちの何れか一つに記載の車両用歩行者保
護装置を用い、該車両用歩行者保護装置が取り付けられるべき車両の被取付部位に、上方
に向かって突出し且つ車幅方向に広がる板状形態を有して設けられた剛性の板状突部に対
して、該車両用歩行者保護装置の前記縦壁部の後面と前記横壁部の下面とが、該車両用歩
行者保護装置の前記プレート部の前端部に対する前記歩行者の脚部の接触によって当接す
ることにより、車両の後方と下方への該プレート部の変位が規制される位置に、該車両用
歩行者保護装置を配置して、車両に取り付けることを特徴とする車両用歩行者保護装置の
取付構造。
【発明の効果】
【００１５】
　すなわち、本発明に従う車両用歩行者保護装置においては、プレート部の後端部に、車
両の高さ方向に延びる縦壁部が一体的に設けられると共に、この縦壁部の上部に、車両の
後方に延びる横壁部が一体形成されている。このため、例えば、プレート部が取り付けら
れるべき車両の被取付部位に対して、上方に向かって突出し且つ車幅方向に広がる剛性の
板状突部が設けられている場合に、かかる板状突部が縦壁部と横壁部との間に位置するよ
うに、プレート部を配置して、車両に取り付ければ、プレート部の車両後方側への変位が
、板状突部に対する縦壁部の当接によって規制されると共に、プレート部の下方への変位
が、板状突部に対する横壁部の当接によって規制されるようになる。これによって、プレ
ート部への衝撃荷重の入力時に、プレート部の前端部に対して、それを後方や下方に押圧
するように加えられる押圧力に基づいて、プレート部の前側部分を持ち上げるような作用
力が発生し、プレート部に対して、車両への取付部等を回転中心とした回転モーメントが
加わえられたときにも、かかる取付部等を回転中心として、プレート部が回転するような
ことが、有利に阻止され得る。そして、その結果、そのような回転によって、プレート部
が、補強部により補強された前側部分よりも強度の低い後側部分において屈曲することが
、極めて効果的に防止され得る。
【００１６】
　従って、かくの如き本発明に従う車両用歩行者保護装置にあっては、歩行者の車両前面
への衝突時に生ずる衝撃荷重の入力時に、プレート部の屈曲変形に起因して、歩行者保護
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性能が低下することが有利に防止され、以て、所望の歩行者保護性能が、極めて安定的に
且つ確実に発揮され得ることとなるのである。
【００１７】
　そして、本発明に従う車両用歩行者保護装置の取付構造にあっても、上記せる本発明に
従う車両用歩行者保護装置において奏される作用・効果と実質的に同一の作用・効果が、
極めて有効に享受され得るのである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明の実施の形態について、図面
を参照しつつ、詳細に説明することとする。
【００１９】
　先ず、図１には、本発明に従う歩行者保護装置の一実施形態としての自動車の前面に設
置されたフロントバンパの内側に取り付けられる歩行者保護装置が、その上面形態におい
て、概略的に示されている。かかる図１から明らかなように、本実施形態の歩行者保護装
置は、プレート部１０を有している。
【００２０】
　このプレート部１０は、例えば、ポリプロピレンやＡＢＳ樹脂等の合成樹脂材料からな
り、図１における左右方向で、歩行者保護装置の自動車への設置状態下において車幅方向
、つまり自動車の左右方向に延びる方向（以下からは左右方向と言う）の寸法が、車幅よ
りも所定寸法だけ短く、且つ図１における上下方向で、自動車の前後方向に延びる方向（
以下からは前後方向と言う）の寸法が、左右方向の寸法よりも十分に短くされた、全体と
して、略横長矩形状を呈する薄肉の平板材にて構成されている。
【００２１】
　図１及び図２に示されるように、かかるプレート部１０においては、後側の半分に満た
ない大きさの部分が、平板形態を呈し、歩行者保護装置の自動車への設置状態下において
水平に広がる上面と下面とを備えた後側平板部１２とされている。また、そのような後側
平板部１２を除く前側の部分のうち、前端側の部位が、後側平板部１２に対して、それよ
りも高い位置で、平行に延びる平板形態を呈する前側平板部１４とされている。更に、か
かる前側部分の後端側部位、つまり前側平板部１４と後側平板部１２との間の中間部位が
、前側平板部１４の後端から後側平板部１２の前端に向かって下傾して延び出して、それ
ら両平板部１４，１２を一体的に連結する中間傾斜板部１６とされている。
【００２２】
　そして、後側平板部１２の左右方向中央部位の後端部には、板厚方向に貫通する、所定
の固定ボルト等が挿通可能な挿通孔１８が、左右方向に所定間隔をおいて複数（ここでは
、３個）設けられている。後述するように、これら各挿通孔１８に挿通された固定ボルト
によって、プレート部１０が、自動車に取り付けられるようになっている。このことから
明らかなように、ここでは、後側平板部１２にて、車両に取り付けられるべき、プレート
部の後側部分が構成されている。
【００２３】
　一方、プレート部１０の前側平板部１４と中間傾斜板部１６には、それらの左右方向の
両サイド部位を除いた中間部位に、補強ビード２０の複数（ここでは、５個）が、左右方
向に一定の距離を隔てて、互いに隣り合うように位置せしめられた状態で、一体的に設け
られている。これら複数の補強ビード２０は、何れも、プレート部１０の上面から上方に
突出し、前側平板部１４の前後方向の中間部から中間傾斜板部１６の後端に至るまで、同
一高さで、前後方向に真っ直ぐに延びる長手矩形筐体状の全体形状を有している。換言す
れば、下方に向かって開口するコ字状の車幅方向断面形状を有して、前側平板部１４と中
間傾斜板部１６とに跨って、前後方向に真っ直ぐに延びる凹溝形態を呈している。
【００２４】
　また、前側平板部１４においては、補強ビード２０の形成部位よりも前端側の部分に、
薄肉平板形状を有して、前後方向に延びる前側補強リブ２２の複数が、互いに左右方向に
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間隔を隔てて、一体的に立設されている。更に、互いに隣り合う補強ビード２０同士の間
にも、薄肉平板形状を有して、左右方向に延びる前側補強リブ２２が、補強ビード２０同
士を連結するように、一体的に立設されている。
【００２５】
　このように、補強ビード２０や前側補強リブ２２が、前側平板部１４と中間傾斜板部１
６に設けられていることによって、それら前側平板部１４と中間傾斜板部１６とに対して
、十分な補強構造が付与されている。このことから明らかなように、本実施形態では、補
強ビード２０と前側補強リブ２２とにて、補強部が構成され、また、そのような補強ビー
ド２０と前側補強リブ２２とが設けられた前側平板部１４と中間傾斜板部１６とにて、補
強部が設けられたプレート部の前側部分が構成されている。
【００２６】
　そして、かかる本実施形態の歩行者保護装置にあっては、図１及び図３から明らかなよ
うに、前側平板部１４と中間傾斜板部１６の補強ビード２０や前側補強リブ２２が設けら
れていない左右の両サイド部位に、それらが形成される中央部位よりも一段高くされた段
差部２４が、それぞれ設けられている。この段差部２４も、その前側部分が、前側平板部
１４よりも更に高い位置で、後側平板部１２や前側平板部１４と平行に広がる側方平板部
２６とされている一方、後側部分が、側方平板部２６の後端から後側平板部１２の左右方
向両端側部位の後端に向かって下傾して延び出して、それら側方平板部２６と後側平板部
１２とを一体的に連結する側方傾斜板部２８とされている。
【００２７】
　そのような段差部２４の側方平板部２６の上面と下面には、前後方向と左右方向とにそ
れぞれ延び出して、互いに直交する薄肉平板状の第一補強リブ３０と第二補強リブ３２が
、それぞれ、複数個ずつ一体形成されている。
【００２８】
　一方、段差部２４の側方傾斜板部２８の上面（側方平板部２６の上面と連続する面で、
且つ後方に向かって位置する面）には、第一平行板部３４と第二平行板部３６とが、上下
方向に所定距離を隔てた位置において、後方に向かって、互いに平行に且つ後側平板部１
２とも平行に延び出すようにして、一体形成されている。これら第一平行板部３４と第二
平行板部３６は、何れも、側方平板部２６と略同一の厚さ及び幅を有する矩形の平板形状
を有しており、それぞれの後端側部分が、後側平板部１２の上方において、後側平板部１
２と所定距離を隔てて、対向配置されている。
【００２９】
　そして、後側平板部１２の上方に位置する、第一平行板部３４の後端には、後側平板部
１２と直角な上方に向かって所定高さで延びる縦壁部３８が、一体的に設けられている。
この縦壁部３８は、第一平行板部３４や側方平板部２６と略同一の厚さ及び幅を有する矩
形の平板形状を有している。即ち、縦壁部３８は、プレート部１０に対して、後側平板部
１２の上方に位置するように一体形成されており、かかるプレート部１０（歩行者保護装
置）の自動車への設置状態下で、自動車の高さ方向に延び出し、且つ車幅方向に広がって
、配置されるようになっている。そして、このような縦壁部３８の後面が、縦壁部３８の
配置形態と同様に、プレート部１０の自動車への設置状態下で、自動車の高さ方向に延び
出し、且つ車幅方向に広がる後側接触面４０とされている。
【００３０】
　また、かかる縦壁部３８は、側方平板部２６に左右方向に延びるように設けられた複数
の第二補強リブ３２のうち、側方平板部２６の後端側部位に位置する第二補強リブ３２と
、前後方向に所定距離隔てて対向配置されている。そして、この第二補強リブ３２と縦壁
部３８との間には、側方平板部２６に対して前後方向に延びるように設けられた第一補強
リブ３０が、側方平板部２６から延長して延び出して、それら第二補強リブ３２と縦壁部
３８とを相互に連結するように一体形成されている。第一平行板部３４と第二平行板部３
６との間にも、第二補強リブ３２と縦壁部３８との間に延びる第一補強リブ３０に対応位
置して、前後方向に延びる第一補強リブ３０が、第一及び第二平行板部３４，３６同士を
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連結するように、複数設けられている。これによって、第一及び第二平行板部３４，３６
、更にはそれに一体形成された縦壁部３８の変形強度が、有利に高められている。
【００３１】
　そして、そのような縦壁部３８の後面の高さ方向中間部には、横壁部４２が、後方に向
かって、後側平板部１２と平行に延びるようにして、一体形成されている。この横壁部４
２、縦壁部３８と略同一の厚さ及び幅を有する矩形の平板形状を有している。即ち、横壁
部４２は、プレート部１０に対して、後側平板部１２の上方に位置するように一体形成さ
れており、また、かかるプレート部１０（歩行者保護装置）の自動車への設置状態下で、
自動車の前後方向に延び出し、且つ車幅方向に広がって、配置されるようになっている。
そして、このような横壁部４２の下面が、横壁部４２の配置形態と同様に、プレート部１
０の自動車への設置状態下で、自動車の前後方向に延び出し、且つ車幅方向に広がる下側
接触面４４とされている。
【００３２】
　換言すれば、本実施形態では、前後方向に延び出して、且つ左右方向に広がる平板の前
側部分を下側に屈曲してなる如き形態を有する屈曲板部が、プレート部１０の左右方向の
両側端部に対して、後側平板部１２の上方に位置するように、それぞれ一体形成され、そ
れら各屈曲板部の上下方向に延びる前側部分にて、縦壁部３８が構成されている一方、前
後方向に延びる後側部分にて、横壁部４２が構成されている。そして、それにより、上下
方向に延びる縦壁部３８の後側接触面４０と、前後方向に延びる横壁部４２の下側接触面
４４とにて、所定の角度（ここでは９０°）で屈曲する、一つの連続した屈曲面からなる
ストッパ面が、プレート部１０の左右方向の両側端部において、後側平板部１２の上方に
位置するように形成されているのである。
【００３３】
　なお、横壁部４２の後端には、上方に向かって、縦壁部３８と平行に延びる補助壁部４
６が、縦壁部３８の上端側部位と前後方向に所定距離を隔てて対向位置するように一体形
成されている。そして、それら縦壁部３８と補助壁部４６との間にも、第二補強リブ３２
と縦壁部３８との間に延びる第一補強リブ３０に対応位置して、前後方向に延びる第一補
強リブ３０が、縦壁部３８と補助壁部４６とを互いに連結するように、複数設けられてい
る。これによって、横壁部４２の変形強度が、有利に高められている。
【００３４】
　そして、かくの如き構造とされた本実施形態の歩行者保護装置は、例えば、図４に示さ
れるような構造において、自動車の前部の下部部位に取り付けられる。
【００３５】
　すなわち、歩行者保護装置は、補強ビード２０や前側補強リブ２２が複数設けられたプ
レート部１０の前側平板部１４を自動車の前面から突出させて、その前端部を、図示しな
いフロントバンパのバンパカバー内に突入させる一方、プレート部１０の後側後側平板部
１２を前後方向に水平に延出させて、かかる後側平板部１２における後端部の上面を、自
動車の前部に、車幅方向に延びるように固設された、ラジエータ４８を支持するラジエー
タサポート５０の下面に接触させた状態で、配置される。そして、後側平板部１２の後端
部に設けられた複数の挿通孔１８に、固定ボルト５２がそれぞれ１個ずつ挿通されて、そ
れら各固定ボルト５２がラジエータサポート５０に螺入されることで、プレート部１０の
後側平板部１２が、その後端部において、ラジエータサポート５０に固定される。
【００３６】
　ここで、ラジエータサポート５０には、各種の理由から、車幅方向の両側の各端部に、
上方に向かって突出し、且つ車幅方向に広がる板状形態を呈する金属製の板状突部５４が
設けられる場合が多い。そこで、本実施形態の歩行者保護装置にあっては、ラジエータサ
ポート５０に取り付けられる取付部位たるプレート部１０の後側平板部１２上に位置して
、上下方向に延びる縦壁部３８の後側接触面４０が、かかる板状突部５４の先端に対して
、それよりも水平方向の前方側に、所定距離を隔てて位置せしめられると共に、左右方向
に延びる横壁部４２の下側接触面４４が、板状突部５４の先端に対して、それよりも鉛直
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方向の上方に離間位置せしめられた状態で、プレート部１０が、自動車の前部の下部部位
に配置される。そして、そのような配置状態下で、上記の如く、プレート部１０が、ラジ
エータサポート５０に対してボルト固定される。
【００３７】
　かくして、歩行者保護装置が、自動車前面の下部部位に、前後方向に水平に延びるよう
に配されて、プレート部１０の前端部をバンパカバー内に突入させつつ、その全体が、バ
ンパカバーに入力される衝撃荷重の入力方向を含む水平面に平行に延出位置せしめられる
のである。
【００３８】
　従って、本実施形態の歩行者保護装置にあっては、自動車前面への設置状態下で、歩行
者が自動車前面に衝突して、歩行者の脚部がフロントバンパのバンパカバーに接触乃至は
衝突せしめられた際に、かかる歩行者の脚部が、バンパカバーを介して、プレート部１０
の前端部に接触する。このとき、プレート部１０の前側平板部１４と中間傾斜板部１６と
からなる前側部分が複数の補強ビード２０と複数の前側補強リブ２２とによって補強され
ているため、かかるプレート部１０の前端部への衝撃荷重の入力により、プレート部１０
において生ずる衝撃荷重に対する反力が、歩行者の脚部に対して、瞬時に且つ確実に作用
せしめられる。その結果、歩行者が、自動車のボンネットにて受け止められて、衝撃吸収
が図られることで、歩行者の保護及び安全が効果的に図られ得るようになっているのであ
る。
【００３９】
　そして、かかる歩行者保護装置においては、特に、前述せる如く、プレート部１０のラ
ジエータサポート５０への取付状態下で、上下方向に延びる縦壁部３８の後側接触面４０
と左右方向、つまり車幅方向に延びる横壁部４２の下側接触面４４とが、ラジエータサポ
ート５０から延び出す板状突部５４に対して、自動車の前方と上方とに離間位置せしめら
れて、かかる板状突部５４の先端部をくわえ込むように配置される。
【００４０】
　このため、プレート部１０の前端部への衝撃荷重の入力時には、図４に白抜きの矢印：
アで示されるように、プレート部１０を後方側向かって押圧する作用力によって、歩行者
保護装置の全体が、主に、プレート部１０の挿通孔１８の内周面と固定ボルト５２の外周
面との間に存在するスキの分だけ、後方に変位させられるようになるが、このとき、図４
に二点差線で示されるように、板状突部５４の先端が、縦壁部３８の後側接触面４０に当
接する。これによって、歩行者保護装置の後方への変位が規制されるようになる。
【００４１】
　また、本実施形態の歩行者保護装置では、衝撃荷重の入力位置たるプレート部１０の前
端部が、プレート部１０のラジエータサポート５０への取付部位よりも高い位置にあるた
め、プレート部１０の前端部への衝撃荷重の入力時に、プレート部１０を後方側向かって
押圧する作用力に加えて、図５に白抜きの矢印：イで示されるように、プレート部１０を
下側に向かって押圧する作用力が加えられる。それによって、歩行者保護装置の全体が、
下側に変位させられるようになるが、このとき、図５に二点差線で示されるように、板状
突部５４の先端が、横壁部４２の下側接触面４４に当接し、以て、歩行者保護装置の下側
への変位が規制されるようになる。
【００４２】
　そして、そのように、縦壁部３８の後側接触面４０と横壁部４２の下側接触面４４とに
対する板状突部５４の先端の当接によって、歩行者保護装置の後方側と下側への変位が規
制されるようになっているところから、プレート部１０の前端部への衝撃荷重の入力時に
、プレート部１０を後方や下方に押圧する押圧力に基づいて、図５に矢印：ウで示される
ように、プレート部１０の前端部を持ち上げる方向に、例えば、プレート部１０の中間傾
斜板部１６と後側平板部１２との境界の屈曲部やプレート部１０のラジエータサポート５
０へのボルト固定部位を回転中心として回転させる回転力が加えられても、歩行者保護装
置が、それらの屈曲部や固定部位を回転中心として回転させられることが、阻止されるよ
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うになる。
【００４３】
　しかも、縦壁部３８と横壁部４２とが、ラジエータサポート５０に固定するための固定
ボルト５２が存在しないプレート部１０の左右方向の両端側部位に設けられている。それ
故、ラジエータサポート５０に固定されないために、上記のプレート部１０に対する回転
力が発生し易いプレート部１０の左右方向の両端側部位での回転が、より有効に規制され
る。
【００４４】
　これによって、かかる歩行者保護装置では、プレート部１０の前端部への衝撃荷重の入
力によりプレート部１０が回転させられるときに、その回転中心となり易い中間傾斜板部
１６と後側平板部１２との境界の屈曲部分や、後側平板部１２のラジエータサポート５０
への固定部位等において屈曲することが、効果的に防止されるようになっている。
【００４５】
　従って、かくの如き本実施形態の歩行者保護装置にあっては、歩行者の自動車前面への
衝突時に生ずる衝撃荷重の入力時に、プレート部１０の屈曲変形に起因して、歩行者保護
性能が低下することが有利に防止され、以て、所望の歩行者保護性能が、極めて安定的に
且つ確実に発揮され得ることとなるのである。
【００４６】
　また、本実施形態では、縦壁部３８の前面と横壁部４２の上面とに対して、第一補強リ
ブ３０が一体形成されて、それら縦壁部３８と横壁部４２の強度が有利に高められている
。それ故、プレート部１０に対する衝撃荷重の入力に起因したプレート部１０の変位によ
って、縦壁部３８や横壁部４２が、ラジエータサポート５０に設けられる板状突部５４に
当接した際に、そのときの衝撃により、それら縦壁部３８や横壁部４２が変形し、それが
、プレート部１０の変位規制に悪影響を及ぼすようなことが有利に防止され得る。その結
果として、歩行者保護性能が、より安定的に発揮され得ることとなる。
【００４７】
　さらに、本実施形態の歩行者保護装置においては、他の部位に比して、回転モーメント
が発生し易いプレート部１０の左右方向の両側の端部に、縦壁部３８と横壁部４２が設け
られて、プレート部１０の変位及び回転規制が図られているため、そのようなプレート部
１０の変位や回転に起因した屈曲変形が、更に確実に防止され、これによっても、より安
定した歩行者保護性能が、更に確実に発揮され得るのである。
【００４８】
　また、かかる歩行者保護装置では、プレート部１０の前端部が、自動車に取り付けられ
るプレート部１０の後端部よりも上側に位置せしめられているために、衝撃荷重の入力時
に、プレート部１０の回転が発生し易くなっているものの、縦壁部３８と横壁部４２とに
よるプレート部１０の変位規制に基づいて、そのようなプレート部１０の回転が有利に阻
止され得る。それ故、優れた歩行者保護性能が効果的に確保され得る。
【００４９】
　以上、本発明の具体的な構成について詳述してきたが、これはあくまでも例示に過ぎな
いのであって、本発明は、上記の記載によって、何等の制約をも受けるものではない。
【００５０】
　例えば、縦壁部３８と横壁部４２は、プレート部１０に対して、その後側部分に位置す
るように設けられておれば良い。従って、例えば、図６に示されるように、プレート部１
０の後側部分たる後側平板部１２に対して、縦壁部３８を上方に延びるように一体的に立
設すると共に、この縦壁部３８に対して、その上側部位から後方に延び出すように一体形
成することも出来る。なお、図６に示された実施形態に関しては、図１乃至図５に示され
た前記実施形態と同一の構造とされた部材及び部位について、図１乃至図５と同一の符号
を付すことにより、その詳細な説明は省略した。
【００５１】
　また、縦壁部３８における横壁部４２の形成位置は、板状突部５４と接触する縦壁部３
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８の後側接触面４０が確保され得る位置ならば、特に限定されるものではない。即ち、横
壁部４２は、縦壁部３８の下端部の除いた高さ方向中間部や上端部を含む上側部位のうち
の何れの部位に設けられていても良いのである。
【００５２】
　それら縦壁部３８と横壁部４２のプレート部１０に対する形成位置は、板状突部５４の
配設位置に応じて適宜に変更され得るものである。それ故、縦壁部３８と横壁部４２は、
例示されたプレート部１０の左右方向両側端部に限らず、プレート部１０の左右方向の中
間部に設けられていても良く、或いは縦壁部３８と横壁部４２のうちの少なくとも何れか
一方が、プレート部１０の左右方向の幅と同一の幅を有して、プレート部１０の全幅に亘
って連続して広がるように形成されていても、何等差し支えない。
【００５３】
　また、プレート部１０の左右方向両側端部に設けられた段差部２４は、本発明において
必須のものではない。
【００５４】
　板状突部５４の形状や形成位置も、例示のものに何等限定されるものではない。
【００５５】
　プレート部１０の前側部分に設けられる補強部は、例えば、補強ビードだけにて、或い
は補強リブのみによっても構成され、更には、それら補強ビードや補強リブ以外の構造体
等によっても構成され得る。なお、補強部を補強ビードや補強リブにて構成する場合にあ
っても、それら補強ビードや補強リブの全体形状や断面形状、或いは配設形態、配設個数
等は、プレート１０の大きさ等に応じて適宜に決定されるところである。
【００５６】
　プレート部１０の全体形状も、例示された形状に、特に限定されるものではなく、例え
ば、屈曲部のない平板形状とされていても、何等差し支えない。
【００５７】
　また、前記実施形態では、歩行者保護装置の全体が、合成樹脂材料を用いて形成されて
いたが、この歩行者用保護装置としての歩行者保護装置の材質は、何等これに限定される
ものではなく、例えば、アルミニウムやアルミニウム合金等の比較的に軽量で、成形性に
優れた金属材料を用いて構成することも出来る。
【００５８】
　さらに、車両前部の下部部位への歩行者用保護装置（歩行者保護装置）の設置構造も、
例示の構造に、特に限定されるものではない。即ち、プレート部（プレート部１０）の後
側部分（後側平板部１２）が固定される車両の部位や固定方式が、種々変更され得るので
ある。
【００５９】
　加えて、本発明は、自動車の前部の下部部位に取り付けられる歩行者保護装置と、かか
る歩行者保護装置の自動車への取付構造の他、自動車以外の車両の前部の下部部位に取り
付けられる車両用歩行者保護装置と、かかる車両用歩行者保護装置の車両への取付構造の
何れに対しても、有利に適用され得るものであることは、勿論である。
【００６０】
　以上、本発明の具体的な構成について詳述してきたが、これはあくまでも例示に過ぎな
いのであって、本発明は、各種の形態において実施され得るものである。従って、当業者
の知識に基づいて採用される本発明についての種々なる変更、修正、改良に係る各種の実
施の形態が、何れも、本発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて、本発明の範疇に属するも
のであることが、理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明に従う構造を有する歩行者保護装置の一実施形態を示す上面説明図である
。
【図２】図１におけるII－II断面拡大説明図である。
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【図３】図１におけるIII－III断面拡大説明図である。
【図４】図１に示される歩行者保護装置を車両に取り付けた状態の一例を示す説明図であ
る。
【図５】図１に示される歩行者保護装置が取り付けられた車両の前面に歩行者が衝突した
際における歩行者保護装置の変形状態を説明するための図である。
【図６】本発明に従う構造を有する歩行者保護装置の別の実施形態を示す図４に対応する
図である。
【符号の説明】
【００６２】
　１０　プレート部　　　　　　　　　　　１２　後側平板部
　１４　前側平板部　　　　　　　　　　　１６　中間傾斜板部
　２０　補強ビード                　　　２２　前側補強リブ
　３０　第一補強リブ　　　　　　　　　　３２　第二補強リブ
　３８　縦壁部　　　　　　　　　　　　　４２　横壁部
　５０　ラジエータサポート　　　　　　　４４　板状突部
                                                                                

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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